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 地域再生基本方針別表における所要の変更について 
 
１ 追加・削除施策等 

（１）追加施策（１施策） 

・ 未来を切り拓く６次産業創出事業（地産地消・販路拡大・価値向上）のうち農

商工等連携支援事業（農林水産省） 
 
（２）削除施策（13 施策） 

・ 官民パートナーシップ確立のための支援事業（内閣府） 

・ 地域再生に資する民間プロジェクトに対する課税の特例（内閣府） 

・ 再チャレンジ支援寄附金税制（内閣府） 

・ 都市エリア産学官連携促進事業（文部科学省） 

・ 「文化芸術による創造のまち」支援事業（文部科学省） 

・ 食農連携促進事業（農林水産省） 

・ 強い農業づくり交付金（農林水産省） 

・ 里山エリア再生交付金（農林水産省） 

・ 上下流連携いきいき流域プロジェクト事業（農林水産省） 

・ 耕作放棄地等再生利用緊急対策交付金（農林水産省） 

・ 環境配慮活動活性化ビジネス促進事業（経済産業省） 

・ 観光圏整備事業（国土交通省） 

・ 地域自立・活性化総合支援制度等（国土交通省） 

   

なお、別表上 17 施策について、時点修正等の変更あり。 

 

２ 平成 22 年度連動施策数 

  41 施策（対前年度比▲12 施策） 
 
 


